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平成 27 年度 設計業務等標準積算基準 改正概要 

（平成 27 年 10 月 1 日改正） 

 

●設計業務等標準積算基準、同（参考資料） 

No. 項  目 内  容 備考 

1 全体 

 

・職種の新設・改正 

 測量・地質調査で計上されていた「賃金」を「直接

人件費」に改正 

 「普通作業員」→「測量補助員」（測量） 

「普通作業員」→「地質調査員」（地質調査） 

「普通船員」 →「測量船操縦士」 

※上記改正に伴い、各工種の歩掛が改正 

1-1-1、2-1-1、

参 1-2-1、各工

種の歩掛 

2 土木設計業務 

 

「設計業務」→「土木設計業務」 

 契約書と表現を統一（共通仕様書も改正） 

－ 

 

●設計業務等標準積算基準 

No. 項  目 内  容 備考 

1 測量業務 

1-1 打合せ等 

 

各歩掛に設定していた「打合せ協議」の歩掛を、「打

合せ等」として第１節共通に歩掛を共通化 

※打合せの歩掛に、打合せ議事録作成及び移動時間が

含まれることを明記 

※中間打合せに、主任技術者を同席させる歩掛に改正 

 （特記仕様書に明記すること） 

 

1-2-1 

[資料 3-2  P1]

 

2 測量業務 

各工種の歩掛 

各費目の直接人件費に対する割合（機械率、通信率、

材料率）を改正 

 

各工種の歩掛 

3 地質調査 

1-1 打合せ等 

 

各歩掛に設定していた「打合せ協議」の歩掛を、「打

合せ等」として第１節共通に歩掛を共通化 

※打合せの歩掛に、打合せ議事録作成及び移動時間が

含まれることを明記 

※中間打合せに、主任技術者を同席させる歩掛に改正 

 （特記仕様書に明記すること） 

※関係機関協議資料作成、打合せ協議を新設 

 必要な場合は、１機関１回程度を計上できる 

 

2-2-1 

[資料 3-2  P2]

 

4 地質調査 

第 2 節  

機械ボーリング

土質ボーリングの「ノンコア」を S コード化

（SB702） 

 

2-2-3 

 

資料３－１ 
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No. 項  目 内  容 備考 

5 土木設計業務 

1-1 打合せ等 

 

各歩掛に設定していた「打合せ協議」の歩掛を、「打

合せ等」として第１節共通に歩掛を共通化 

※打合せの歩掛に、打合せ議事録作成及び移動時間が

含まれることを明記 

※業務難易度に応じて、歩掛 A（難易度高い）と歩掛

B（難易度低い）を設定 

※歩掛 A の場合、中間打合せに管理技術者を同席させ

る歩掛に改正（特記仕様書に明記すること） 

※関係機関打合せ協議を新設 

 必要な場合は、１機関１回程度を計上できる 

 

3-2-1 

[資料 3-2  P3]

 

6 土木設計業務 

2-1 

道路概略設計 

 

設計延長について明確化するため、「設計延長と比

較路線の成果を要求する場合は、それぞれの延長の合

計を設計延長として計上する。」と明記 

 

3-2-2 

7 土木設計業務 

14-1 樋門設計 

 

基準適用範囲を明確化するため、「函渠縦断方向の

耐震設計（レベル２），地震時保有水平耐力法を用い

る耐震設計（レベル２）を実施する場合は、別途計上

する。」と明記 

 

3-2-140 

 

8 土木設計業務 

14-2 河川排水

機場設計 

基準適用範囲を明確化するため、「地震時保有水平

耐力法や有限要素法を用いる耐震設計（レベル２）を

実施する場合は、別途計上する。」と明記 

 

3-2-147 

 

9 土木設計業務 

15-3 渓流保全

工の設計 

 

名称を、「流路工」から「渓流保全工」に改正 3-2-184,185 

 

10 調査、計画業務

1-1 打合せ等 

 

各歩掛に設定していた「打合せ協議」の歩掛を、「打

合せ等」として第１節共通に歩掛を共通化 

※打合せの歩掛に、打合せ議事録作成及び移動時間が

含まれることを明記 

※中間打合せに管理技術者を同席させる歩掛に改正 

（特記仕様書に明記すること） 

※関係機関打合せ協議を新設 

 必要な場合は、１機関１回程度を計上できる 

 

4-1-1 

[資料 3-2  P4]
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●設計業務等標準積算基準（参考資料）

No. 項  目 内  容 備考 

1 総則

2-1 設計価格等

の扱い

・「設計単価」を「設計価格」に改正

・税抜設計価格の端数処理を改正

「四捨五入」→「切り捨て」

・「設計価格は，標準歩掛による単価，市場単価，特

別調査による単価，見積もり等をもとに，実勢の価

格を反映するものとする。」と明記

参 1-1-1 

2 総則

3-1 冬期歩掛 

補正

債務業務や繰越業務に対応するため、(４)の「設計

変更等により工期に伸縮を生じる場合の補正率は，原

則として当初設計の補正率によるものとする。」に、

「なお、補正することが著しく不適当な場合について

は、この限りではない。」と追記

参 1-1-6 

3 総則

1-2-4 旅費交通

費の構成

・現地に滞在して業務を行う場合の往復旅行時間は、

これまで「基準日額」を計上していたが、「直接人

件費として別途計上する」と改正（以下(1)、(2)に

注意）

(1)直接人件費は、旅費交通費の単価表に、「往復旅行

時間に係る直接人件費」として計上する。（積算シ

ステムの S コードは変更無し） 

(2)打合せ等の歩掛に「移動時間（片道所要時間 1 時間

程度）を含む」と明記されることから、移動時間が

1 時間程度を超える移動が見込まれるときは、別途

直接人件費を計上する。 

参 1-2-4 

参 1-2-7～11 

[資料 3-2  P5]

4 測量業務

1-1 運用基準 

工期の算定について、業務価格が 12,000 千円を超

える場合の算定式を改正

P1=30.0+0.0082x → P1=41.0+0.0082x 

参 2-1-1 

5 測量業務

1-6 安全費の

積算

労務費の定義に併せ改正

交通誘導員 → 交通誘導警備員

参 2-1-5 

6 測量業務

第 5 節  

空中写真測量

飛行機の撮影・計測基地の変更により、

図２－５－１３ 撮影・計測基地一覧を改正

参 2-2-22 

7 地質調査

1-1 運用基準 

工期の算定について、業務価格が 12,000 千円を超

える場合の算定式を改正

P1=30.0+0.0082x → P1=31.0+0.0082x 

参 3-1-1 
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No. 項  目 内  容 備考 

8 土木設計業務 

1-1 運用基準 

 

工期の算定について、業務価格が 12,000 千円を超

える場合の算定式を改正 

P1=75.0+4.5×10-3+1.2×10-8x2  

→ P1=74.0+4.5×10-3+1.2×10-8x2 

参 4-1-1 

 

9 参考資料 

1-2 発注者支援

 

 標準歩掛（３）の名称を改正 

「発注者支援」→「監督員補助」 

監督員補助を S コード化（SC830） 

 

参 7-B-5 

 

10 参考資料 

第 2 節  

補完業務委託積

算基準 

 

補完業務（SC830）の標準歩掛を 1km 当たりに改正 

併せて、標準歩掛の補正式を改正 

※補正係数（ｙ）の算定式 

y = x×(163.51×x-0.387)／100 → y = x0.613 

参 7-B-7 

[資料 3-2  P6]
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設計業務等標準積算基準（参考資料）（平成２７年１０月１日） 新旧対照表 

頁 新 旧 

第 1 編総則 

第 2 章積算基

準（参考資料） 

第 1 節積算基

準 

参 1－2－2～ 

 

 

 

 

 

 １－２ 旅費交通費 

（中略） 

１－２－４ 旅費交通費の構成 

（現地に滞在して業務を行う場合） 

 

1 泊までの旅費相当分（往復の旅費を含む）   ２日目以降の滞在旅費相当分 

 

旅費交通費＝（     日当＋交通費）＋宿泊費（１泊）＋ 滞在費×必要日数 

※往復旅行時間にかかる直接人件費は別途計上する。 
 

（中略） 

１－３    打合せ    

（１）   打合せ    が，標準歩掛に明記してある歩掛については，歩掛（○人／回）に，往

復旅行時間にかかる直接人件費が含まれていることを標準とし，往復旅行に係わる交通費のみを

計上する。 

ただし，交通の便等により往復旅行時間にかかる直接人件費を含むことが適切でない場合は 

別途考慮するものとする。 

 

（２）設計業務等における打合せ、現地調査等に係わる技術者の旅費交通費に計上される基準日額

は、直接人件費としてその他原価の対象とする。（                    

                                  ） 

（３）    打合せ   にかかる交通費、並びに設計業務等における現地調査、現地立会等の交

通費は、土木・建築関係委託設計単価表または福島県旅費条例及び関係規則によるものとする。 

 交通費＝往復交通費×    打合せ   の回数 

 
（中略） 

 

１－４ 旅費交通費、   打合せ   単価表 
（中略） 

１－４－４ 設計業務等 

（中略） 

  ５）旅費交通費（県外業者） 

名 称・規 格 単位 数量 単価 金額 摘   要 

旅費交通費（県外業者-技術者

別-） 
式 １   

５）－１ 

往復交通費（ライトバン運転）

滞在地～現地 
日    

外業所要日数(休日補正前) 

ＴＩ８５０ 

５）－１ 旅費交通費（県外業者-技術者別-） 

名 称・規 格 単位 数量 単価 金額 摘   要 

交通費（片道） 回 ２    

基準日額 日 １   往復旅行時間にかかる直接人件費 

日当 日 ２ ｘ  ｘ＝2分の 1日当 

宿泊費 泊 １    

滞在費 日    休日補正後職種別外業延べ日数－１ 

                                              
                    

１－２ 旅費交通費 

（中略） 

１－２－４ 旅費交通費の構成 

（現地に滞在して業務を行う場合） 

 

1 泊までの旅費相当分（往復の旅費を含む）   ２日目以降の滞在旅費相当分 

 

旅費交通費＝（基準日額＋日当＋交通費）＋宿泊費（１泊）＋ 滞在費×必要日数 

                         
 

（中略） 

１－３ 設計（打合せ）協議    

（１）設計（打合せ）協議が，標準歩掛に明記してある歩掛については，歩掛（○人／回）に，往復

旅行時間にかかる基準日額  が含まれていることを標準とし，往復旅行に係わる交通費のみを

計上する。 

設計（打合せ）協議の歩掛が標準歩掛に明記されていない場合は、往復旅行時間にかかる基準

日額をを含み技師（Ａ）及び技師（Ｂ）それぞれ 0.5 人/回を標準とし、往復旅行に係わる交通費

のみを計上する。 

（２）設計業務等における設計協議、現地調査等に係わる技術者の旅費交通費に計上される基準日額

は、直接人件費としてその他原価の対象とする。（現地に滞在して業務を行う場合の積算上の

基地から滞在地間の移動にかかる基準日額はその他原価の対象としない。） 

（３）設計（打合せ）協議にかかる交通費、並びに設計業務等における現地調査、現地立会等の交通費

は、土木・建築関係委託設計単価表または福島県旅費条例及び関係規則によるものとする。 

 交通費＝往復交通費×設計（打合せ）協議の回数 

 
（中略） 

 

１－４ 旅費交通費、設計（打合せ）協議単価表 

 

（中略） 

１－４－４ 設計業務等 

  ５）旅費交通費（県外業者） 

名 称・規 格 単位 数量 単価 金額 摘   要 

旅費交通費（県外業者-技術者

別-） 
式 １   

５）－１ 

往復交通費（ライトバン運転）

滞在地～現地 
日    

外業所要日数(休日補正前) 

ＴＩ８５０ 

５）－１ 旅費交通費（県外業者-技術者別-） 

名 称・規 格 単位 数量 単価 金額 摘   要 

交通費（片道） 回 ２    

基準日額 日 １   ＴＩ８６１～ＴＩ８６５ 

日当 日 ２ ｘ  ｘ＝2分の 1日当 

宿泊費 泊 １    

滞在費 日    休日補正後職種別外業延べ日数－１ 

   （注）現地に滞在して業務を行う場合の積算上の基地から滞在地間の移動にかかる基準日額は
その他原価の対象としない。（参 1-2-6） 
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設計業務等標準積算基準（参考資料）（平成２７年１０月１日） 新旧対照表 

頁 新 旧 

第 7 編参考資

料 

B.発注者支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第２節 補完業務委託積算基準 

   ２－１ 適用範囲 

本歩掛は、道路、河川の設計において与えられた資料にもとづいて土工（路盤舗装等の面積算出を

含む）及び構造物の数量を算出するものである。 

本歩掛表は下記に示す範囲の設計業務に適用する。 

１）当初の実施設計または詳細設計の資料を与え、それを基本として土工及び構造物等の数量のみを

見直す場合に適用する。 

２）中心線、縦断、横断を変更する場合には適用しない。 

３）測点間隔は 20m を標準とする。 

 

   ２－２ 業務委託料の積算 

    「設計業務等積算基準」に準ずる。 

 

   ２－３ 土木、構造物等数量算出歩掛 

   （１）標準歩掛 

（１km 当たり) 

職 種 

区 分 

直 接 人 件 費 
備   考 

技師（ Ｂ ） 技師（ Ｃ ） 技 術 員 

現 地 調 査 0.8    

平 面 図 作 成  0.8 3.3  

縦 断 図 作 成   1.0  

横 断 図 作 成  0.2 1.3  

土 工 数 量 算 出 0.3 0.7 0.7  

構造物数量算出 0.3 0.7 1.6  

照 査 0.5    

合 計 1.9 2.4 7.9  

      （備考）１．図面作成については、必要に応じてそれぞれの歩掛を計上する。 

          ２．設計協議のメンバーは、技師（Ｂ）１名程度を標準とする。 

 

   （２）標準歩掛の補正 

       次式により標準歩掛の補正を行うものとする。 

         

       補正後の歩掛 ＝ （標準歩掛）×（補正係数） 

 

        ｙ =  x0.613   

         ｙ：補正係数 

         ｘ：設計延長（km） 

 

なお、設計延長 ｘ（km）は、小数第２位まで入力し、補正係数 ｙ は、小数第２位（小数第３位

四捨五入）まで算出する。 

参７－B－7 

コード番号 ＳＣ８９０ 

 

第２節 補完業務委託積算基準 

   ２－１ 適用範囲 

本歩掛は、道路、河川の設計において与えられた資料にもとづいて土工（路盤舗装等の面積算出を

含む）及び構造物の数量を算出するものである。 

本歩掛表は下記に示す範囲の設計業務に適用する。 

１）当初の実施設計または詳細設計の資料を与え、それを基本として土工及び構造物等の数量のみを

見直す場合に適用する。 

２）中心線、縦断、横断を変更する場合には適用しない。 

３）測点間隔は 20m を標準とする。 

 

   ２－２ 業務委託料の積算 

    「設計業務等積算基準」に準ずる。 

 

   ２－３ 土木、構造物等数量算出歩掛 

   （１）標準歩掛 

  (１式当たり) 

職 種 

区 分 

直 接 人 件 費 
備   考 

技師（ Ｂ ） 技師（ Ｃ ） 技 術 員 

現 地 調 査 0.5    

平 面 図 作 成  0.5 2.0  

縦 断 図 作 成   0.6  

横 断 図 作 成  0.1 0.8  

土 工 数 量 算 出 0.2 0.4 0.4  

構造物数量算出 0.2 0.4 1.0  

照 査 0.3    

合 計 1.2 1.4 4.8  

      （備考）１．図面作成については、必要に応じてそれぞれの歩掛を計上する。 

          ２．設計協議のメンバーは、技師（Ｂ）１名程度を標準とする。 

 

   （２）標準歩掛の補正 

       次式により標準歩掛の補正を行うものとする。 

         

       補正後の歩掛 ＝ （標準歩掛）×（補正係数） 

 

        ｙ =  ｘ × （ 163.51 x-0.387 ）／ 100 

         ｙ：補正係数 

         ｘ：設計延長（km） 

 

なお、設計延長 ｘ（km）は、小数第２位まで入力し、補正係数 ｙ は、小数第２位（小数第３位

四捨五入）まで算出する。 

参７－B－7 

コード番号 ＳＣ８９０ 
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